
ら
一
ｒ
五
診
に
縮
小
し
た

の
は
違
法
だ
と
し
て
、
周

辺
住
民
が
二
十

一
日
、
東

京
地
裁
に
違
法
確
認
を
求

め
る
訴
訟
を
起
こ
し
ま
し

た
。提
訴
し
た
の
は
奥
裕
子

さ
ん
貧
し
、
小
木
曽
仁
夫

さ
ん
後
じ
ら
杉
並
区
と
中

野
区
の
住
民
四
人
。

訴
状
は
、
中
野
区
が
二

〇
〇
七
年
四
月
に
告
示
し

た
中
野
中
央
公
園
の
面
積

を
約
一
・
五
診
に
縮
小
す

る
都
市
計
画
決
定
は
違
法

だ
と
し
て
い
ま
す
。

中
野
区
は
、
区
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
も

と
づ
く

「み
ど
り
の
基
本

計
画
」
（〇

一
年
策
定
）

で
、
地
震
な
ど
で
市
街
地

火
災
が
発
生
し
た
場
合
の

避
難
空
間
と
し
て
、
警
察

大
学
校
跡
地
に
約
四
秒
の

防
災
公
園
を
つ
く
る
と
決

定
し
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
区
は
住
民
の

意
見
も
聞
か
ず
、
〇
七
年

四
月
に
公
園
の
面
積
を
約

一
。
五
診
に
変
更
す
る
こ

と
を
都
市
計
画
決
定
。
同

跡
地
に
は
公
園
の
ほ
か
、

超
高
層
の
業
務
・
商
業
ビ

ル
、
大
学
な
ど
を
建
設
す

る
計
画
で
す
。

提
訴
後
、
記
者
会
見
し

た
原
告
と
代
理
人
ら
は
、

「公
園
面
積
を
削
減
し
て

区
民
の
安
全
を
守
れ
る
の

か
と
訴
え
て
き
た
が
、
区

か
ら
明
確
な
説
明
は
な

い
」
〓

・
五
秒
の
面
積

で
は
狭
す
ぎ
て
、
大
火
災

が
起
き
た
時
に
、
不
安

だ
」
「区
が
住
民
の
意
見

も
間
か
ず
公
園
面
積
を
縮

小
し
た
の
は
、
民
主
主
義

に
反
す
る
」
と
語
り
ま
し

た
。同
跡
地
の
再
開
発
を
め

ぐ
っ
て
は
、
日
本
共
産
党

の
国
会
議
員
、
植
木
こ
う

じ
、
吉
田
信
夫
両
都
議
な

ど
が
、
直
下
地
震
に
備
え

て
十
万
人
の
避
難
場
所
と

し
て
四
診
の
防
災
公
園
を

確
保
す
る
よ
う
国
、
東
京

都
に
要
望
し
て
い
ま
す
。

回

「狭
く
て
避
難
で
き
ぬ
」

公
園
計
画
、
住
民
ら
が
提
訴

東
京
都
中
野
区
が
警
察
大

学
校
跡
地
（中
野
区
中
野
４
）

に
計
画
中
の
中
野
中
央
公
園

を
巡
り
、
周
辺
住
民
４
人
が

２‐
日
、
「狭
す
ぎ
て
災
害
時
、

避
難
場
所
と
し
て
の
安
全
性

が
確
保
さ
れ
な
い
」
と
し
て
、

区
を
相
手
取
り
計
画
の
違
法

確
認
を
求
め
、
東
京
地
裁
に

提
訴
し
た
。
訴
え
に
よ
る
と
、

府
中
市

へ
の
警
察
大
学
校
移

転
を
受
け
、
区
は
０１
年
、
跡

地

へ
の
公
園
設
置
を
決
め

た
。
当
初
面
積
は
４
秒
だ

っ

た
が
そ
の
後
、
隣
接
地

へ
の

清
掃
工
場
建
設
案
が
撤
回
さ

れ
る
な
ど
し
０７
年
、
約
１

・

５
秒
に
縮
小
す
る
都
市
計
画

を
決
定
し
た
。

2009/5/22「 毎 日」

2009/5/22「 東京」

住
民
が
「

東
京
地
裁

東
京
都
中
野
区
の
Ｊ
Ｒ

中
野
駅
近
く
に
あ
る
警
察

大
学
校
跡
地
の
再
開
発
計

画
を
め
ぐ
り
、
近
く
の
住

民
四
人
が
二
十

一
日
、
計

画
さ
れ
て
い
る
防
災
公
園

が
、
「
区
み
ど
り
の
基
本
計

画
」
で
定
め
ら
れ
た
公
園

の
面
積
よ
り
も
狭
い
と
し

て
、
都
市
計
画
決
定
の
違

法
確
認
を
求
め
る
訴
訟
を

東
京
地
裁
に
起
こ
し
た
ｏ

訴
状
に
よ
る
と
、
み
ど

り
の
基
本
計
画
で
は
、
広

域
避
難
場
所
の
中
核
と
し

て
警
察
大
跡
地
に
約
四
つ

の
公
園
を
都
市
計
画
決
定

す
る
と
し
て
い
る
。
区
は

二
〇
〇
七
年
四
月
、

一
・

五
つ
の
防
災
公
園
を
都
市

計
画
決
定
し
た
。
原
告
側

は

「基
本
計
画
は
都
市
計

画
の
基
本
方
針
。
こ
れ
に

反
し
た
都
市
計
画
決
定
は

違
法
」
と
主
張
し
て
い
る
。


